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文 教 福 祉 常 任 委 員 会 会 議 記 録 

 

日 時  令和４年５月１０日（火曜日）                 午前１０時 ０分 開議 

場 所  水戸市議会 第３委員会室                   午後 零時１７分 散会 

──────────────────────── 

付託事件 

 (1) 令和３年陳情第３号 

 (2) 所管事務調査 

──────────────────────── 

１ 本日の会議に付した事件 

 (1) 陳情審査 

  ① 令和３年陳情第３号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情 

 (2) 報告事項 

  ① 令和４年度水戸市社会福祉協議会事業計画及び予算について          （福祉総務課） 

  ② 福寿のつどいについて                           （高齢福祉課） 

  ③ 水戸城二の丸角櫓アプローチ通路の整備について              （歴史文化財課） 

 (3) その他 

２ 出席委員（７名） 

  委 員 長   木  本  信 太 郎  君   副 委 員 長   森     正  慶  君 

  委   員   萩  谷  慎  一  君   委   員   土  田  記 代 美  君 

  委   員   黒  木     勇  君   委   員   袴  塚  孝  雄  君 

  委   員   田  口  米  蔵  君 

３ 欠席委員（なし） 

４ 委員外議員出席者（２名） 

  議   員   中  庭  次  男  君   議   員   綿  引     健  君 

５ 説明のため出席した者の職，氏名 

副 市 長 秋  葉  宗  志  君   

福祉部長兼 
福祉事務所長 

横 須 賀  好  洋  君 

福祉部副部長 
兼福祉事務所 
副所長(福祉総務
課長事務取扱) 

田  中  誠  一  君 

福 祉 部 
福祉事務所参事兼 
福祉指導課長 

大 久 保  克  哉  君 生活福祉課長 櫻  井     学  君 

障害福祉課長 平  澤  健  一  君 高齢福祉課長 小  林  か お り  君 

介護保険課長 髙  橋  慎  一  君   
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こども部長兼 
福祉事務所 
担 当 所 長 

柴  﨑  佳  子  君 こども政策課長 深  谷  貴  美  君 

幼児保育課長 松  本     崇  君   

保健医療部長 大 曽 根  明  子  君 
保健医療部 
副 部 長 

小  林  秀 一 郎  君 

保 健 所 長 土  井  幹  雄  君 
保健医療部 
保健所参事兼 
保健総務課長 

三  宅  陽  子  君 

保健医療部 
保健所技監兼 
保健衛生課長 

前  田     亨  君 地域保健課長 堀  江  博  之  君 

保健予防課長 大  図  要  之  君 国保年金課長 関  根     豊  君 

教 育 長 志  田  晴  美  君 教 育 部 長 三  宅     修  君 

教育委員会事務局 
教育部参事 

鴨 志 田     泰  君 
教育委員会事務局 
教育部参事兼 
教育企画課長 

菊  池  浩  康  君 

教育委員会事務局 
教育部参事兼 
学校保健給食課長 

小  川  佐 栄 子  君 
教育委員会事務局 
教育部参事兼 
歴史文化財課長 

小  川  邦  明  君 

総合教育研究 
所 長 

春  原  孝  政  君 学校管理課長 細  谷  康  之  君 

学校施設課長 和  田  英  嗣  君 生涯学習課長 湯  澤  康  一  君 

中央図書館長 林     栄  一  君 教育研究課長 野  澤  昌  永  君 

６ 事務局職員出席者 

議事課長補佐 綱  島  卓  也  君 書 記 樫  原  和  則  君 
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午前１０時 ０分 開議 

○木本委員長 おはようございます。 

 定足数に達しておりますので，ただいまから文教福祉委員会を開会いたします。 

 議事に先立ちまして，野口参事兼子育て支援課長が体調不良のため欠席との連絡がありましたので御報告

いたします。 

 また４月１８日付で田中副部長兼福祉事務所副所長が福祉総務課長事務取扱となっておりますので御報告

いたします。 

 それでは，これより議事に入ります。 

 初めに，陳情審査を行います。 

 当委員会に付託され，継続審査となっております，令和３年陳情第３号 安全・安心の医療・介護の実現

と国民のいのちと健康を守るための陳情については，本日のところは継続審査にいたしたいと思いますが，

これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○木本委員長 御異議なしと認め，継続審査といたします。 

 以上で陳情審査を終了いたします。 

 次に，報告事項の説明を行います。 

 初めに，(1)の令和４年度水戸市社会福祉協議会事業計画及び予算について，執行部から説明願います。 

 田中副部長兼福祉事務所副所長。 

○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長（福祉総務課長事務取扱） それでは，令和４年度水戸市社会福祉

協議会事業計画及び予算について，福祉総務課提出の資料により御説明させていただきます。 

 資料①の概要版の１ページを御覧願います。 

 そちらの資料は，お配りしております冊子から，市関係分の内容を抜粋したものでございます。１ページ

から２ページの上段にかけましては，社協の基本理念と令和４年度の基本方針，重点目標になります。 

 ２の基本方針では，中ほどになりますが，市社会福祉協議会においては，誰もが住み慣れた地域の中で安

心して暮らせる福祉のまち水戸の実現に向けて，多様な主体が連携し，身近な困り事を受け止め，支え合う

地域づくりの取組を進めてまいります。 

 令和４年度は，社協が策定した計画期間の３年目になることから，計画の中間評価，見直しを踏まえ，次

の取組である第４期計画につなげるための準備を始めます。引き続き，社会情勢や地域福祉における状況を

しっかりと捉え，地域生活課題の解決に向けた支援を創造する連携・協働の場となることを目指すとともに，

ともに生きる豊かな地域社会の実現に向け，各部門における取組を重層かつ効果的に組織全体で推進してい

くこととしております。 

 ３の重点目標では，１から次のページの６まで，法人全体の部門ごとの重点目標を掲げてございます。 

 ２ページ，３ページ目を御覧願います。 

 基本方針や重点目標などを踏まえ，各事業を展開してまいります。 

 ４の実施事業では，５つの部門における市の補助事業及び委託事業等を抜粋しております。それぞれ事業
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の右側には括弧書きで，科目と予算額を記載してございます。主な実施事業について申し上げます。 

 ２，地域福祉部門の(1)生活支援体制整備事業につきましては５年目となる事業で，誰もが共に支え合う

地域づくりを推進するため，社協支部や地域住民，各種団体，行政等と連携し，地域課題を協議し，解決に

向けた取組を支援する事業でございます。 

 次に，福寿のつどいにつきましては新規事業でございます。これまでの敬老会を見直し，多年にわたり社

会に御尽力いただきました高齢者に感謝と敬意を表し，長寿を祝う新たな地域福祉推進，敬老慶祝事業を開

催するものでございます。 

 次に，３の相談支援・権利擁護部門の(3)生活困窮者自立相談支援室の運営のうち，ア，生活困窮者自立

相談支援事業，①就労準備支援事業につきましては新規事業でございます。生活困窮者のうち，就労意欲が

低い等の課題を抱える方に対し，就労に必要な基礎能力の形成を図るなどの支援を行うものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ②家計改善支援事業につきましては，同じく新規事業で，家計に課題を抱える生活困窮者の相談に応じ，

家計管理ができるよう支援をするものでございます。 

 次に，イの生活困窮世帯子どもの学習・生活支援事業につきましては７年目となる事業で，生活困窮世帯

の児童，生徒を対象に学習支援や居場所づくり，保護者への進学相談を行うもので，今年度につきましては，

新たに見和，寿市民センターを加え，６か所において実施してまいります。 

 次に，(4)の権利擁護サポートセンターの運営，ア，県央地域成年後見支援事業につきましては，県央地

域の市町村が連携し，関係機関を含め，権利擁護を目的とした地域連携ネットワークの強化を図るとともに，

成年後見制度利用促進の拡充に取り組んでまいります。 

 次に，４の介護・生活支援サービス部門と５の就労支援サービス部門につきましては，旧事業団系の施設

系のサービス事業となっております。４の介護・生活支援サービス部門では，身体障害者生活支援施設いこ

いや開江老人ホームの運営の指定管理など，施設事業所の利用者及び家族等の意向を尊重しながら，高齢者

から障害者，乳幼児までの幅広い運用を展開してまいります。５の就労支援サービス部門では，利用者の工

賃向上や一般就労の支援に努め，生活の質の向上を目指した事業運営を行ってまいります。 

 次に，５ページを御覧願います。 

 令和４年度予算のうち，市からの補助金・負担金及び委託料を一覧にしたものでございます。令和４年度

の予算の市費分の合計額としまして，下の３の合計のところでございますが，１４億７,３７８万

３,０００円で，昨年度より４,８１５万７,０００円の増となってございます。主な増減理由について申し

上げます。１の補助金・負担金の一番上の職員設置費補助金の減につきましては，常務理事１名の減による

ものでございます。その３つ下の福寿のつどい補助金の増につきましては，敬老会事業の見直しに伴う新規

事業でございます。 

 次に，２，委託料，(1)業務委託料の１つ目，生活困窮者自立相談支援事業の増につきましては，就労準

備支援事業及び家計改善支援事業の開始に伴う相談体制強化のための相談員１名増の経費を計上したもので

ございます。 

 次の段，生活困窮世帯子どもの学習・生活支援事業の増につきましては，会場を４から６へ拡充すること
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に伴う人件費の増，ボランティア謝礼の増額によるものでございます。 

 同じく業務委託料，下から２段目，成年後見支援制度の減につきましては，後見報酬を財源に充てたこと

に伴い委託料が減額となったものでございます。 

 (2)の指定管理に伴う管理業務委託料の一番上の福祉ボランティア会館の増につきましては，事業区分，

繰入金収入の減に伴うものでございます。 

 その下の身体障害者生活支援施設いこいの増につきましては，委託料積算の差額によるものでございます。 

 なお，参考といたしまして，最下段に社協の自主事業を含めた法人全体の予算額を掲載しております。令

和４年度の予算額合計は１８億７,７５９万９,０００円であります。 

 次に，６ページを御覧願います。 

 社会福祉協議会の組織図でございます。令和４年度につきましては，常務理事１名が減になり，理事が

１５名の体制となり，組織につきましては変更がなく，総務企画課から就労支援課までの５課体制で引き続

き業務を推進してまいります。職員数につきましては，右側上段の表になりますが，昨年と比較しまして，

プロパーが１名の増，嘱託員が１名の減，臨時職員が５名の増で，全体では５名増，職員は２７４名となっ

ております。 

 なお，お手元に配付しております事業計画並びに収入収支予算書の冊子につきましては，後ほどお目通し

いただきたいと存じます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○木本委員長 それでは，委員より御質問等がございましたら，発言を願います。 

 田口委員。 

○田口委員 説明が終わったばかりでよく分からないので，再度確認させていただきたいというふうに思い

ます。 

 まずは，福寿のつどいについてはこの後，項目で報告があるので，そこの前に一つだけ。令和３年度には

やらなかったんですよ，これね。それなので予算がつかなかったんですよね，今の説明の中では。そうです

ね，多分。令和３年度はやってないよね。ちょっとそれだけ。 

○木本委員長 やってないですよ。だってこれからですから。 

○田口委員 これからあるんだけれども，今説明した予算についてだけ，ちょっと。福寿のつどいというこ

とで今回からなるんだけれども，その前が２,１６０万円。今回の年度は予算が計上されているけれども，

これってその以前，前の敬老会のときは幾らでしたか。 

○木本委員長 よろしいですか，答弁を求めますけれども。 

 それでは，小林高齢福祉課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 令和３年度の水戸市の敬老会に関する予算につきましては，３,００８万円の予算となっております。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 この項目は後にあるので，そのときにまたということで，今，予算だけちょっとお聞きしまし

た。 
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 それから，新しい事業ということで，今，就労準備支援事業，さらには家計改善支援事業，こういうこと

をやるんだということは言われておりましたが，例えばどういうことだか，例をちょっと挙げてもらえます

か。１番と２番，新規の事業というのは，具体的には例えばこういうことだよという。 

○木本委員長 櫻井生活福祉課長。 

○櫻井生活福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 就労準備支援事業につきましては，この２事業につきましては，生活困窮者自立支援制度の中の支援メ

ニューとして実施するものでございます。就労準備支援事業につきましては，すぐに就労を開始することが

難しい方，例えば昼夜逆転など生活のリズムが乱れている方やコミュニケーションが苦手で社会に出るのが

不安な方，また仕事にブランクがあって働く自信がない方，こういった方を対象としまして生活訓練や社会

訓練，また技術習得訓練などを実施して一般就労へつなぐものでございます。 

 続いて，家計改善支援事業につきましては，多重債務を抱えて返済が困難になっている方や収入に応じた

生活ができずに借金に頼ったり，支払いを滞らせてしまっている方などを対象としまして，家計の収支状況

の見える化を図りながら，根本的な課題を把握して，相談者自身が家計を管理できるようにするための支援

を行うものでございます。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 そうすると，その事業はすばらしいことなんですけれども，この事業を運営するに当たっては，

これの対象になる方というのはどのような形で見いだしていく感じなんですか。あとは申請とか何かあるの

かどうかということですね。 

○木本委員長 櫻井課長。 

○櫻井生活福祉課長 お答えいたします。 

 まず，自立相談支援室がございますので，こちらに御相談に来ていただいた方の中で，様々な問題がある

んですけれども，その中で情報を見いだしまして，今言った該当するような方にこういった事業があるんだ

けれどもどうですかということでお声がけをさせていただいて，了解を得た場合に支援をしていくという形

になります。 

 以上でございます。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 そうすると，その窓口となるというのは社協ですか。社協の方がこれに携わって，この事業を

行うということでいいですか。それに関わる地域の云々という方はいないんですか。 

○木本委員長 櫻井課長。 

○櫻井生活福祉課長 お答えいたします。 

 窓口としましては自立相談支援室になりますので，そこで実際，窓口の担当として社協の職員の方にやっ

ていただくことになるので，基本的には来所していただいた方に対して御案内を差し上げるということには

なりますけれども，地域の方で，近所でこういう方がいるんだけれどもということで御相談にいらっしゃっ

た場合には，あわせてこういう形で御紹介というか支援につないでいきたいと考えております。 

○木本委員長 田口委員。 
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○田口委員 それじゃ最後ですけれども，生活困窮者の子どもの学習というのも７年目と言われましたけれ

ども，これまでも実績を上げていらっしゃると思いますけれども，今回，６か所になるということでありま

すけれども，この学習支援をする人たちというのは十分に確保されているんですか。あと，どうなんでしょ

う，利用状況というのは増えているんですか。そのお子さんたちというか，そういう学習支援する対象の方

たちに声かけというのは誰がやっているんですか。 

○木本委員長 答弁を求めます。 

 櫻井課長。 

○櫻井生活福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 学習支援で実際に子どもたちに勉強を教えていただくボランティアの方ですけれども，毎年，社協のほう

で各大学とかあと退職校長会とか，そういったところを回ってお願いしているところでございますけれども，

昨年度ですと約１００名の方がボランティア登録をしていただいております。大体，通年１００名前後の方

がボランティア登録をしていただいているので，現状では賄える状況かなと考えております。 

 利用者につきましては，まず登録者でございますけれども，昨年度につきましては１４４名の方が利用を

希望するということで御登録いただいております。その前の年が８６名となっておりますので，５８名ほど

の増となってございます。４日以上あわせた１回当たりの平均の参加者につきましては，昨年度約５１名の

方が利用していただいているところです。その前の年が約４０名でございましたので，１１名ほどの増加と

いう状況になっております。 

 あわせて，参加への声かけでございますが，この事業につきましては生活保護受給世帯と準要保護世帯と

なっておりまして，生活保護世帯につきましては，ケースワーカーのほうから，家庭訪問する際にチラシな

どを配布しながら事業の周知を図って，参加への呼びかけをしているところでございます。準要保護世帯に

つきましては，各学校のほうから案内をしていただいて，そちらから呼びかけをしている状況でございます

が，昨年度につきましては，あわせまして会場のある学校のほうへ生活福祉課の職員が事業の周知というこ

とで再度，御説明に伺って，働きかけをより積極的にしていただけるようにお願いしてまいったところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○木本委員長 よろしいですか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 私のほうからは，社会福祉協議会，この資料を見させていただいても，非常に実施する部門が

多岐にわたって，福祉を中心とした業務を行っていただいておりますけれども，社会福祉協議会と水戸市の

福祉部，またこども部の一部なんでしょうか。行政と協議会の連携というのは各課同士でやっているのか。

それとも，部を交えた，社会福祉協議会と行政の部でまとまった形で協議，連携して，会議を持ちながら

やっているのか，その辺，ちょっと御説明いただければと思うんですが。 

○木本委員長 それでは，田中副部長。 

○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長（福祉総務課長事務取扱） ただいまの御質問にお答えいたします。 

 社協と水戸市との連携というようなことでございますが，基本的には担当課ベースでそれぞれやり取りを
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してやらせていただいているような状況でございます。 

○木本委員長 黒木委員。 

○黒木委員 担当課長さん，各課と社会福祉協議会の担当の部門でやり取りをしているということでしょう

か。その中で様々な課題，こういう社会状況の中で，高齢化の中で，いろんな問題とか上がってきたときと

いうのは，例えば部長さんとか課長さんの上司の方とかを交えた形で社協とのやり取りというのは，もう

行ってないということでよろしいんですか。 

○木本委員長 田中副部長。 

○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長（福祉総務課長事務取扱） ただいまの御質問にお答えいたします。 

 課を超えての連携というような御質問かと思いますが，例えば年度初めにはそれぞれやはり部ごとで社協

と会合を持って，それぞれ共通認識，事業の周知を図ったり，あるいは社協の理事会とか評議委員会等でそ

れぞれ担当の者が出席をして，それで社協の事業に直接関わっていくというようなことでの連携はしてござ

います。 

○木本委員長 黒木委員。 

○黒木委員 私が危惧するというか求めたい部分なんですが，これだけ社協が大きな組織になって，様々な

部門で水戸市の各課との連携というのは必要だと思います。でも，水戸市の行政の課で割り切れないことと

いうのはあるのかなというふうに感じておりまして，その辺は課を超えた部分で起こる様々な対応とかは，

行政としてもしっかりと連携を取れるような体制を構築していただきたい。今，取っているんであれば結構

なんですけれども，そういう危惧するところがありますので。その辺，風通しをよくしていただきたいなと

いうふうには思います。様々，国のほうからいろんな支援事業とかも出てきておるのを社会福祉協議会に

担っていただいているというのは分かるんですけれども，そこで行政がどう連携を取っていくとかアプロー

チしていくとかというのは非常に重要だと思いますので，ぜひともその辺，よろしくお願いいたします。 

○木本委員長 そのほかございませんか。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 お疲れさまです。 

 まず１つ，今度，常務さんが１名減になったということですが，２名必要だったから２名置いたのではな

いかというふうに理解はしていたんですが，１名になって，社協の運営自体がどう変わるのか，この辺につ

いて，ちょっと。５２０万円，財源が減るというだけの話ではなくて，今までかけていたわけですから，こ

れがなくなるということについては，組織体制が出ていますけれども，今まで常務さん２人体制でやってい

たというのは，そういった体制が望ましいということで，１期，２期やったんだと思いますが，それが１名

になっても大丈夫だという，そういった結論にはどういうふうに至ったのか，まず。 

○木本委員長 田中副部長。 

○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長（福祉総務課長事務取扱） ただいまの御質問にお答えさせていた

だきます。 

 常務の２名から１名減というようなことでの対応でございますが，社協と事業団の合併当初は，社協，事

業団，それぞれから常務１名ということで２名を配置しておりましたが，その後，平成２９年に理事の定数
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見直しにより１名としたところでございます。ただ，令和元年に１名の常務理事が疾病により一時，欠員と

いうようなことになっておりまして，組織運営上，支障を来すというようなことで２名を配置するというよ

うなことでなったというのが一つの経緯でございます。昨年度までは２名体制ということで組んでいたとこ

ろでございますが，今年度は通常の１名体制ということで見直しを図ったというような内容になってござい

ます。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 次に，地域福祉部門の中で１番の生活支援体制整備事業，この体制が変わったよという，そう

いう説明があったかと思うんですけれども，これはどういうふうな理由で体制を変えたのか。これまでの成

果が上がらなかったのか，上がったのか，これについてはどうでしょうか。 

○木本委員長 答弁を求めます。 

 小林高齢福祉課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 こちらの生活支援体制整備事業につきましては，社協に委託をして，社協の中で生活支援コーディネー

ターを２名配置していただいて，事業をこれまでも実施してきていただいております。令和３年度につきま

しては，地元の方，それから社協支部の方，地区会の方など様々な方が一緒に地域の課題，ニーズを把握し

て，その解決に向けて話合いを持って，そこから新たな事業を立ち上げているというような実績も上がって

いるような事業でございます。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 ちょっと，どういうのかな。要するに新たな事業ができているとすれば，それはどんな事業な

んですか。地域の中ではどんなふうにそれが活用されて，生活して，どんなふうに上がっているんですかと

いうことが分かりますか。 

○木本委員長 小林高齢福祉課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えします。 

 取組成果の主なものとしましては，サロンの立ち上げであるとか，あるいはまちイスプロジェクトという

ものがございまして，こちらは地区の方のコミュニケーションを図るような場が必要だということが地域の

課題として上がってきまして，それを解消するためにはどうしたらいいのかという話合いの中で，椅子を設

置して，そこに人が集まるような仕組みをつくりましょうということで事業が始まっております。そこから

事業が発展しまして，朝市なども実施をして，そこから上がってくる売上げを，さらに事業の資金として活

用するような事業も始まっているような状況でございます。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 ちょっとそれが地域福祉支援事業なのかどうかという。例えば，それは地域支援，生活支援だ

から，ちょっとまた違う部分なのかなと思ったんですけれども，そうすると，例えば朝市なんかをやってい

るという話が今の説明ですよね。これというのはまちなかですか，市街というか，どの辺でおやりになって

いるのか。 

○木本委員長 小林高齢福祉課長。 
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○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 こちらのまちイスプロジェクトにつきましては，北部地域の高齢者日常生活圏域で行っている事業ですの

で，堀町，そういったところで事業を実施しているような状況でございます。地域福祉につながっていない

のではないかというところなんですけれども，高齢者が安心して生活できるためにはどういったものが必要

なのか。そこが，コミュニケーションが必要だというところで椅子を設置した。それから，そこをつくるた

めに高齢者の方が集まって，社会参加にもつながっていくというようなところで地域福祉の事業ということ

で位置づけております。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 福祉は幅が広いから，そういう考え方もあるのかも分かりませんけれども，いずれにしてもそ

れが１か所，２か所ではなくて，もうちょっと波及的にまちの中に広がっていかないとというふうに思って

います。 

 それから，生活困窮に関しては，当面のお金，５０万円だっけ，５万円だっけ。お金を貸している事業が

ありますよね。これの状況と回収状況はどうなっているんでしょう。それって社協がやっているんじゃな

かった。社協側が独自でやっているよね。 

○木本委員長 生活困窮者に対する貸付金制度のことですかね。答弁を求めます。 

 田中副部長。 

○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長（福祉総務課長事務取扱） 生活福祉資金の貸付けということでご

ざいますが，こちらにつきましては，現在，コロナの影響下にある方に対して，新型コロナウイルスの特例

貸付けということで相談受付，あと貸付けを行っているところでございます。 

 昨年度の実績につきましては，それぞれ緊急小口資金の貸付けやそのほか総合支援金の貸付け等がござい

ますが，貸付け件数としては約２,０００件，金額といたしましては…… 

○袴塚委員 緊急と総合とあわせて２,０００件という意味。 

○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長（福祉総務課長事務取扱） はい，そうです。７億２,３００万円

の貸付けを行っているような状況でございます。 

 なお，こちらにつきましては，県の社協のほうの事業を水戸市の社協で委託して，実施をしているような

状況でございます。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 県の事業を水戸市が委託されてということだけれども，水戸市の腹が痛まないからいいよとい

うことではないと思うんですね。７億２,３００万円の現在までの，貸して返ってくる人って何人ぐらいい

るんですか，昨年の実績でもいいけれども。 

○木本委員長 どういった制度になっているのかを説明していただいた上で実績を。 

○袴塚委員 返さなくてもいいよという制度だったらば，もうそれは補助金というか，今の給付金みたいな

形で考えていけばいいのか，それともあくまでも返す制度になっているとすれば，昨年の実績とか一昨年の

実績があるわけだから，それらについてどうのこうのという話になる。 

 この制度，困っている人がお金を借りるので，私の経験からいっても，なかなか自分で困っていてお金を
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借りちゃうと返せなくなっちゃうのは当たり前の話だと思うんですよ。結局，今，コロナ禍という中でもあ

るし，なかなか就労機会が得られない。もしくは，働けるんだけれども働かないで困窮しているんだという

人は，もうきちんとそれは回収していただきたい。 

 しかし，あくまでも，やっぱりいろんな形の中で働くような状況でもない。まして，様々な年金とかそう

いうものに該当しない。こういうふうな方々が，現在困っている方がおいでになるとすれば，私はやはり給

付制度という，そういうふうな形の中で生活支援をしていただいて，その給付期間の中に生活再建をしても

らうと。そういうのが本来の意義なのではないかなというふうに思っています。 

 いずれにしても，今の制度の中では回収するということが原則になっているんでしょうから，その回収状

況はきちんと頑張っていただいて，長い時間かけても返していただくと。こういうふうな形の方策をどうす

ればいいのかというのを取っていただくべきと思っています。 

 それから，生活困窮世帯の子ども学習・生活支援，この登録者というのは８６人から１４４人に増え，利

用者も１１人増えたとか，そういう話は，聞いたんですけれども，今，想定している対象者というのは何人

ぐらいいるんですか。それで，稼働率というか登録率は今何％ぐらいになっているんですか。 

○木本委員長 櫻井生活福祉課長。 

○櫻井生活福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 対象者につきましては，生活保護世帯，準要保護世帯の小学４年生から中学３年生までを対象としており

まして，市内で約９００名弱の方がいらっしゃいます。そのうち１４４名の方に御登録いただいている状況

でございます。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 そうすると，この事業をやっている意義からいけば，やっぱり９００人の対象の方が全部学習

が遅れているというわけではないと思いますが，さらなる学習意欲，もしくは高い教育を身につけていただ

くということが目的であって，だから負の連鎖を起こさないということで，どうしてもやっぱり生活保護を

受けていた方がまた生活保護に戻らないように，学習意欲を高めながら社会の中の一員としてやっていける。

そういうことを目指していくんだと，こういうふうな事業だと思うんです。 

 そうすると，今の１４４名という数字が果たしていいのか悪いのかというところにいくんだと思うんです。

コロナ禍で５３名に減ったのが１４４名になったということで，３倍に増えたからよかったなと思ったんだ

けれども，その前の実績からすればそんなにも増えていない。 

 こういうふうな状況があって，会場も６会場になりました。当初は１会場でやっていたものが２会場，

４会場，６会場，こういうふうな経緯を経ているんで，もう少しやっぱり利用を高めていただくためにどう

するのか。参加しづらい環境が何かあるのか，ないのか。こういったものもやっぱり，学校の先生方の御協

力も僕は必要だと思うんですが，いずれにしてもそういうふうな形の中でもう少し参加率を高めると。そう

いうために何らかの働きかけをこれからもしていただかないと，目的を達成できないんではないかと。今，

２割ないからね，９００人が目標だとすれば２割ない。だから，水戸市で２００人を目標にしているのか，

５００人を目標にしているのか，その辺については学力が落ちているのか，落ちていないのかという判断は

生活福祉課ではできないんで，学校側との連携というのが必要だと思うんですよ。 
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 そういう中で，対象者をこのぐらいの人たちをまずは対象にしていって，その方たちにはできるだけ参加

していただこうと，こういうふうな形である程度の数値目標をお持ちにならないと，この事業というのは非

常に難しいところがある。 

 それから，権利サポート事業についてですけれども，県央地域のみんなでやっているよと，こういうふう

なことだというふうに思うんですね。特に，水戸市はほかの先進地域，取手とか守谷とか，県内では先進地

から比べると権利擁護ができる方たちの後見人の数が非常に少ない。それから，国内的に見ても，いわゆる

同程度の都市から見ると非常に出遅れている。この辺をやっぱり水戸市はどんなふうにお考えになっている

のかなと。 

 これはもう，私，発言を始めてから約２０年ぐらいになるんですよ。でも，水戸市としては県の委託事業

も受けなかった。しかし，ここに来てやっとやる気が出たのかなと。しかし，この高齢化社会の中で権利擁

護を必要としている方は物すごく多い。この間に，皆さん方が何もやらないで傍観している間に資産が食い

潰されている方というのはいるんです，現実に。そういう方がいるんですよ。資産があったけどいつの間に

かなくなって生活保護になっちゃったみたいなね。そういう方たちがいて，よく調べてみると，どなたかに

お譲りになっているのかどうなのかよく分かりませんけれども，あったものがなくなっちゃっているよとい

うことが現実にはある。土地もなくなっちゃっている方もいるんだ。 

 ただ，一方では認知症とか自分で動けるわけじゃねえから。そうすると，そういう中で権利擁護の必要性

というのは物すごく今，高まっているし，今の水戸市の取組状況では，高齢者もしくは認知症を患っている，

そういう方たちの資産，財産，命は守れない。これについて，周りとやるのも大事だけれども，水戸市とし

てどう考えているか，ちょっとお聞かせいただきたい。 

○木本委員長 答弁を求めます。 

 小林高齢福祉課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 成年後見制度の利用促進，普及啓発というところでは，社協のほうに委託を指示して，令和４年度も実施

をするということになっておりますけれども，水戸市といたしましては，なかなか社協として法人で受ける

受任の件数であったりとか，成年後見人の選任の結果であるとか，結果が今現在ではなかなか出てないとい

うようなところはございますけれども，後見人の選任ということにつきましては，家庭裁判所が選任をする

ということになるんですけれども，その上ではやはり専門職の弁護士であるとか司法書士，そういった方に

つきましては，これまでの実績というところがありますので，不安なく，家庭裁判所のほうも選任をすると

いうような状況ですが，社協につきましては，まだ実績のほうがなかなか上がってないというところで，家

庭裁判所のほうとも今，やっと関係性を築いているような状況ということがございますので，そこをさらに

推し進めながら，もっと活動が広がるようにしていきたいというふうには考えております。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 時代の要請で社協の仕事ってやっぱりいろいろ変わってくるんだと思うんですよ，重点的なも

のが。従来はお年寄りや障害者の面倒を見ていれば社協としての役割って済んだのかも分からない。しかし，

今，時代が求めている社協の役割というのは僕は変わっていると思う。そこに，逆に言うと，従来の社会福
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祉協議会系列の職員は気づいてない。事業団系の方々は，身を粉にして一生懸命働くことは分かるんだけれ

ども，今度は逆に言うと，社協本来の法律的なもの，それから時代の要請，そういったものについてはなか

なかうまくいってない。 

 今の成年後見人ができない最大の理由はやる気がないからですよ。社協自体にやる気がない。これだけ世

の中が成年後見人制度というものを求めている中で一向に成果が上がらないということは，結局，県から委

託されて，水戸市で何とかやってもらえませんかって言われていて，あんな面倒くさいもの，ろくに金にな

らないのにやらないよって言っていた社協の体質がそのまま残っている。ここに今の社協の問題がある，要

は。 

 だから，今，田中副部長さんがくしくも行政と社協は常に連携を取って，課長同士で会話してやっていま

すよって言うけれども，社協は全く話，聞いてないから。理事会に参加して，水戸市の職員がいろんな行政

についてああだこうだって言っている姿なんか１回もないよ，参加はしていても。理事の中からもそういう

声が浮かばない。それは，社協に文句を言わない人だけを理事に選んでいるからだよ。当然，議会から行っ

ている人も発言しなくちゃならない。 

 だから，もう少し，この成年後見人というのは，それぞれの人生の最後の締めくくりをきちんとやってあ

げましょうという，行政としての最後の愛だと思う。そこをもう少し考えて，しっかりこの事業に取り組ん

でいただきたい。来年はこうなりましたという結果をぜひ，僕が来年はいないかも分からないけれども。公

開質問状か何か出しますから，もしいなくなれば。きちんと答弁ができるように成果を上げてくださいよ。

お願いします。 

 小林課長だけを責めているわけじゃないんだけれども。開江老人ホームの話をちょっとしたい。 

 開江老人ホームは，酒門老人ホームを廃止して，開江に集約して，そして数が足りないので増床して，個

室対応にしながら新しく進めてきた事業です。その事業の中で，ある程度満床になりますよということで

ずっと来たんだけれども，満床になった事例は１回もないんだよ。前の課長がしゃべったことだから小林課

長に責任があるわけでもないけれども，行政の継続性ということからいくと継承しなくちゃならない。 

 それで，開江老人ホームの，このホームの活用方法というのは何かお考えになっているんですか。今のま

までいったらば，入居率というのは物すごく少ないですよ。民間だったらばとっくにアウトです。逆に言う

と，民間ならばもっと違う方法で魅力を出しながらこの運営をしていっているかも分からない。 

 もう一つ，今の制約をどこまで解除するか。もっと利用しやすい方向に変えられないのか。こういうこと

については何か検討された事例とか，検討している内容とかというのはおありなんですか。というのは，こ

れ，２億円，補助を出しているんだよね，この運営に２億円。２億円というのは，月額に直すと

１,６００万円ぐらいになるんで，やっぱりかなりの費用負担だと僕は思うんです。だから，やめちゃうと

いうことを言っているんではなくて，やっぱり水戸市として，社協として，使い勝手が悪くて使えないん

だったらば，逆に言ったらば民間の活力を利用するという方法も一つあるんではないですか。 

 逆に言うと，民間になって安かろう，悪かろうでは駄目ですよ。これは恐らくそういう部分を言う方がお

いでになると思うんです。しかし，やはりこの施設を何とかしなくちゃならないというふうに僕は常々思っ

ているんで，この辺については何か前向きなお考えというか，入居率を増やすために，もしくは生活困窮し
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ている方々の居場所として提供できるような方法をお考えになっているのか。 

 これと類似施設ではないけれども，泉町に昔，変な施設があって，６畳を２つぐらいに切って，真ん中に

電気がついているような部屋は家賃幾らで貸していてどうのこうのという。今，バリケードを張ってあって，

なかなかのぞいてものぞけないような場所ですけれども，そういうところがありますよね。そういう考え方

はできないのは分かるんだけれども，やっぱりそういうところはしっかりカバーしているような気がしてい

るんですよ。水戸市として，この施設についての何か考え方があるのか。 

○木本委員長 答弁を求めます。 

 小林高齢福祉課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 開江老人ホームにつきましては，なかなか利用率のほうが上がっていないというところで，周辺の市町村

に施設の案内であるとか，そういったことをして利用率を上げたいというような思いはしておりますけれど

も，なかなか入所まで結果がつながっていないというような状況がございます。２人部屋というようなとこ

ろで施設的な問題もあろうかと思いますし，あとは養護老人ホームは基本的には自立をしている方というと

ころではございますけれども，介護の必要な方も受け入れております。そういったところにつきましても，

なるべく入所が必要な方がいらっしゃった場合には施設のほうで入所していただけるように依頼をするなど

というような対応はしておりますけれども，根本的な施設の在り方については，今年度具体的にどうするか

ということを検討するという予定になっておりますので，その中で検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 あそこの使い方としては，多床型と個室型と併用で今，造っているわけなんですが，もともと

のところは多床型になっておりますね。２床，２人以上入れるようになっている。そういうことで，やり方

によっては，社協の考え方だよ，民間委託をしろということを言っているわけじゃないから。社協がもう少

し賢く考えれば，もっともっと生かす道はあるんじゃないですかと。そこは，やっぱり社協も努力しなきゃ

駄目だよ。金をもらって，楽していたのでは知恵は浮かばないから。苦しければ，もがき苦しんで知恵が浮

かぶんだよ。だから，その辺についてはしっかりおやりになっていただきたいというふうに思います。 

 あと，就労支援の件なんですが，販売先の拡充というのが一番大事な大切なことだと思うんですよね，要

するに生産物等を扱っている部分については，印刷もそうですし，いろんな部門で障害者の方たちが手を携

えながら，一生懸命努力して成果を上げていらっしゃる。しかし，成果を上げたものが，まず金になる。市

からの補助金ではなくて金になるということが大事だと思う。お金になるための方策というのは，例えばコ

ロナ禍で去年も難しかったという答弁になっちゃうかも分からないけれども，しかし，やっぱり僕は焼いた

ものとか作ったものが売れるということが─枕がなかなか減らないので，一つ買ってきて，この間も

買ってきたので，２つ枕があって，一緒にできないんで困ったこともあるんだけれども，いずれにしても

やっぱり販売先だと。販売先については，何か昨年，もしくはここ数年の中で活動状況はどんなふうになっ

ているのか，ちょっといいですか，お聞かせ願いたい。 

○木本委員長 平澤障害福祉課長。 
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○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 販売先につきましては，障害福祉課内に就労支援の受発注センターを設置しております。そこに２名の

コーディネーターがおりまして，販売先を開拓している状況がございます。定期的な販売といたしましては，

市の本庁舎でも毎週水曜日に，販売会を行っている状況もございます。それとあわせまして，京成百貨店で

の定期的な販売会を開催させていただいたり，あとは各お祭り，今度も６月にあじさいまつり等も予定して

いる状況もございます。それと，いろいろな行事にあわせまして，販売先，物品を置いていただけるように

交渉させていただき，開拓しているところでございます。 

 また，販売以外，役務の部分につきましても，草刈りですとか庭木の剪定等ですね。それぞれ施設を回ら

せていただきまして，販路の拡大に努めているところでございます。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 ぜひ，この販路の拡大というのが最終的に賃金体系を決める。その大きな要因なんで，ぜひそ

れは継続的にお願いしたい。逆に言えば，クッキーなんかの詰め合わせを例えば水戸市に誰かお客さんが来

たときお土産に持っていくとか，どこかへ行くときに，そういう場面も今はないのかも分からないけれども，

昔はそういうのがあったと思うんですよ。だから，そういうものを，やっぱり逆に言えば利用できるような，

そういう体制も僕は必要なのかなというように思っていますので，ぜひお願いしたいと思います。 

 賃金の変化は今現在，どういう状況なんでしょうか。 

○木本委員長 平澤課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの袴塚委員の御質問にお答えをいたします。 

 先ほど申し上げました受発注センター登録事業所は，社協に指定管理を委託しております施設も含まれて

おります。そちらの令和２年度なんですけれども，平均工賃が１万９,２６８円となっておりまして，令和

元年度の１万８,６３０円から伸びている状況にございます。 

 以上でございます。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 これはあれですか，単価が上がったということなんですか，それとも生産物が増えたというこ

となんですか。販売先が増えたという，どちらですか。 

○木本委員長 平澤課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 先ほど申し上げましたとおり，販路が拡大しておりますので，トータルで販売数が伸びている結果という

ことでございます。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 これ，社協の賃金体系ですよね。一般の，市内のこういう事業者もあると思う。そういうとこ

ろの賃金体系というのは把握していますか。というのは，社協のほうがいいのか悪いのか。 

○木本委員長 平澤課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 先ほど申し上げました１万９,２６８円と申しますのは，受発注センターに登録をしております３７事業
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所の平均賃金でございます。それに対しまして，例えば水戸市の就労支援施設のぞみでございますが，のぞ

みの令和２年度の平均工賃が３万３０６円という額でございます。同じく就労支援施設みのりでございます

が，こちらは３万２,４４５円ということでございますので，登録事業所の中でも社協の事業所につきまし

ては高い工賃を維持することができている形でございます。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 しつこくてすみません。障害の度合いというのはそんなに変化がないんでしょうか。例えばみ

のり，のぞみの賃金がいいということと，それから受発注センターに登録している３０幾つの登録業者の方

たちの障害の度合いというのは，そんなに変化はないということの考え方でいいんですか。 

 はい，分かりました。いずれにしても，障害者のやっぱり自立支援という形になりますので，ぜひ今後と

も頑張っていただきたい。 

 それから，最後になりますけれども，成年後見人制度で３,５００万円か，これ減額になっているんです

が，今までの収益をここに繰り入れたということなんだけれども，これ今までの歳入ってどんなになってい

るの。これは総務環境委員会じゃないので，歳入がいつもいいかげんになっちゃって分からないんだけれど

も，歳入って，成年後見人の報酬だよね。報酬を今度はこの中に入れたから３,５００万円減るよというこ

とでしょう。そうだよね。今までの歳入というのはどこに入っているの。 

○木本委員長 小林高齢福祉課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 成年後見人の報酬につきましては，これまでは社協の歳入として入れて，最終的な決算につきましては，

この成年後見支援事業に充当しているという状況です。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 一般の事業で，結局独立採算でやっているんならば充当して，そして不足分を補うと。こうい

う方法はあるんだけれども，それって丼勘定で金の行方が分からないんだよ。本来だったらば，成功報酬で

すから，報酬は何らかの収入で上げて，そしてそれを支出から減額すると。収入がこれだけありましたよ，

支出がこれだけありましたよ，差額がこれだけ赤字が出ましたから水戸市の予算としてこれだけくださいね

というのが予算の組み方。 

 だから，そういうのが，今回のこの成年後見人だけを見ると，ちょっとどうなっていたのかなというよう

な心配がないでもない。これは社協全体の予算に言えること。なぜかというと，本来，決算報告というのは

社協の人間が来てやって，事業等についてもきちんと社協の人間が細かく説明するべきなんだ，本来は。と

ころが，この委員会の場合，最初は社協からも来ていたんですね，最初は何人か来ていたの，社協も。部長

は分からないかもしれないけれども，そういう目で見ても，事実，来ていたんだよ。で，決算をやっていた

の。だけど，いつの間にか来なくなった。だから，予算だけ認めさせて，社協自ら説明もしなくて，使うだ

け使っちゃって，あとは課長さん方，説明しておいてよという，こういうやり方というのは僕はいかがなも

のなのかと思っちゃう。どうでしょうね，これ。どう思いますか。 

 だって，予算は僕らが審議して認めるんだよ。本来，出捐金が５０％いかないから決算報告の義務はない

ということだったんだけれども，だったら予算は僕たちは関係ないですよねということになって，じゃ文教
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福祉委員会だけには報告しますと，こうなった。それで，現在に至っているんです。だから，至っているん

だけれども，どんどん社協が裏に隠れて，何か分からない状況になっているんだよ。だから，細かい話を聞

いても実態が分からないんだよ，課長さん方には，申し訳ないけれども。 

 この辺については，委員長，私の一個人的な発言で大変恐縮ですけれども，やっぱり社協のお金って予算

が物すごく多いわけですよ。職員さんの数も消防と同じぐらいでしょう，恐らく。そういうふうな予算を

やっぱりお預かりして，そして当事者でない皆さん方に御説明をいただくということが，果たして我々議会

としてチェック機能を果たしているんでしょうかねという疑問が私は非常に生じてならない。 

 やっぱり公金をお出ししている以上はある程度，御説明もいただくと。それがやっぱり公金を使っている

方々の説明責任ではないかというように思いますので，この辺については私個人の考えですから，お取り上

げになるかならないかは結構ですけれども。ぜひ，私はもう少し中身についても小冊子１部渡されただけ

じゃなくて，事業計画でこんなことをやりたいんです，こんな事業も新規でやりたいんです。だから，これ

だけお金がかかっちゃうんだけれども，何とか認めてもらえませんかということが，僕は今回の意思表示の

表れである。この小冊子の代弁することではないかと思う。 

 だから，そういう中でぜひ委員長さんに委ねますので，よく執行部の皆さん方とお話合いをしていただい

て，ほかの委員の方がそれは必要ねえべということなら，それはそれで結構です。そういったことをお話を

して，長い間すみません，しゃべりました。ありがとうございました。 

○木本委員長 ただいまの袴塚委員の意見におきましては，実は私自身が社会福祉協議会の理事のメンバー

で，構成メンバーとして入っていますので，社会福祉協議会の説明責任をどのように果たしていくかという

ことに関しては，一旦ちょっとお預かりさせていただいて整理したいと思いますので，改めてそれは御報告

させていただきます。 

 先ほどの貸付金の実績はよろしいですか。 

○袴塚委員 貸付けの実績は後で分かったら。 

○木本委員長 それじゃ，改めて御説明をお願いします。 

 そのほかございますか。 

 萩谷委員。 

○萩谷委員 本当に袴塚委員の御質問，大変勉強になりました。 

 私のほうからは，ちょっと地域との連携というのがどうなっているのかというところなんですけれども，

今回の基本方針とか重点目標の中に地域との関係というか，これ，各地域に支部が社協ってあるわけなんで

すけれども，そこに対する考え方とか方針とか，こういったのがちょっと見た限り，説明いただいた限りだ

とちょっと見えないなというところがありますね。これ，各地区の住民の皆さんから負担金なんかも各支部

で集めて活動なんかをされていて，恐らく各支部に対しても社協本体のほうから支援をしたり指導をしたり

とか，そういったことをされているんだと思いますけれども，その辺りのことについて，今どんな状況に

なっているのか御説明をいただければと思います。 

○木本委員長 それでは，答弁を求めます。 

 田中副部長。 
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○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長（福祉総務課長事務取扱） ただいまの御質問にお答えします。 

 社協と各地区との関わりというようなことでございますが，委員がおっしゃったとおり，社協支部とやり

取りをして事業等を進めているような状況でございますが，当然，社協といたしましては，やはり社協に相

談してもらう，相談窓口となるとか，あるいは先ほどもまちイスのプロジェクト等がございますように，地

域との関わりの中で社協の存在意義というのを認めてもらうというようなことで，それぞれ社協のほうでは

取り組んでおるような状況でございます。 

○木本委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 具体的な事業について指導とか，指導という言い方は，独立しているんでしょうからね，各支

部は。その辺のやり取りがどうなっているのかがよく分からないと。お金の面というのはどういう感じなん

でしょう。各支部で集めたお金というのは各支部で全部，使う感じなんですかね。あるいは，本部にある程

度入れていたり，あるいは本部のほうから各支部に流していったりとか，そういった動きというのもあるん

でしょうかね。 

○木本委員長 田中副部長。 

○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長（福祉総務課長事務取扱） ただいまの御質問にお答えいたします。 

 会費等の取扱いであるとか，あるいは社協のほうで行っております寄附金，歳末助け合い等の流れという

ようなことになると思うんですが，やはり各地区においてまず会費は集めていただきまして，それは社協の

歳入ということで入れております。また，歳末助け合い等の事業につきましても，それぞれ各地区で御協力

をいただきながら，最終的には社協のほうで取りまとめを行っているというような状況でございます。 

○木本委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 そうすると，ちょっとよく分からないんですけれども，社協の全体の予算が１８億

７,７００万円で，市の補助金とか委託料というのが１４億７,３００万円あるんですけれども，これは各地

区からの歳入というものを含めて１８億円という数字なんですかね。その辺の内訳というのはどんな感じな

んでしょう。 

○木本委員長 田中副部長。 

○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長（福祉総務課長事務取扱） ただいまの御質問にお答えいたします。 

 社協の会費等の取扱いでございますが，手元にお配りいたしました，こちらの予算書を御覧いただきます

と，１７ページが法人全体の予算ということで，総括的なものが書いてございます。この中で，今年度の予

算で事業活動による収支ということで，最初のほうの項目，収入の一番上のほうに会費収入２,６００万円

ということで，こちらの予算では計上をさせていただいておるような状況でございます。 

○木本委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 そうすると，２,６００万円なのでそれほど大きな比重ではないということが分かりました。

各地区からの会費というのも，実は町内会の加入率の減少でこれが年々減っているんじゃないかというよう

なもの，ちょっと危惧されたんですが，今のところそういったこと，そこの比重というのはかなり低いとい

うことは理解できました。 

 この辺りのことは，ちょっと私も今後，これを読んで勉強したいと思いますが，どこの支部も今，運営に
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苦しんでいる状況だと思います。その辺りきちんと指導，助言されていかれることをお願いしたいと思いま

す。このくらいにしておきます。 

○木本委員長 そのほかございませんか。 

 土田委員。 

○土田委員 すみません。私，一つだけお聞きします。 

 頂いた資料のほう１５ページで，愛パーク祭のことが載っていますけれども，この間，コロナでできな

かった年が続いたんだと思うんですけれども，結構，発表の場とか，楽しみの場といってすてきなお祭り

だったので，愛パーク祭がなくなって寂しい思いをされているかと思うんですけれども，例えば学校だと修

学旅行や運動会がコロナで難しかったら代替で少し小さな別のイベントという形で，１年間の思い出が全く

なくなっちゃうというところ，寂しさを代替で工夫されたかと思うんですけれども，この愛パーク祭につい

ては，代わりになるようにというのは難しいのかもしれないんですけれども，それぞれに何か取組というの

はされていたんでしょうか。 

○木本委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 委員がおっしゃられましたとおり，愛パーク祭につきましては，コロナ禍におきまして開催できない状況

がございました。その代わりのレベルではないんですけれども，愛パーク内のそれぞれの施設におきまして，

作っている花苗ですとかクッキーですとか，あるいは縫製品等もございますので，定期的に，大規模ではな

いんですが，かわわだマルシェと銘打って，愛パークの敷地内で化粧品の販売会を開催していただいている

報告を受けております。 

 以上です。 

○木本委員長 土田委員。 

○土田委員 分かりました。 

 今年はできるように祈るばかりですけれども，例えばみんなで踊ったり，楽しそうにやっていた姿を見て

いるので，そういうのが難しい中でも楽しむ場というのがきちんと設けられるように努力していただけるよ

うにお進めいただければと思います。 

○木本委員長 そのほかございませんか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○木本委員長 ないようですので，この件について終わります。 

 次に，(2)の福寿のつどいについて，執行部から説明願います。 

 小林高齢福祉課長。 

○小林高齢福祉課長 それでは，福寿のつどいにつきまして，高齢福祉課提出の資料により御説明させてい

ただきます。 

 １の事業概要，(1)敬老会事業検討の経緯についてでございます。 

 本市の敬老会事業につきましては，これまで，７５歳以上の高齢者を対象に，水戸市社会福祉協議会支部

や女性会，地区会等の主催により，市及び水戸市社会福祉協議会の補助事業として各地区で実施していただ
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いたところでございます。  

 しかし，近年は式典の開催を見送り，記念品の配布のみとする地区が増えていることから，現状や課題の

把握のため高齢福祉課におきまして，市内３４地区の敬老会主催団体にアンケートを実施いたしました。そ

の中で，出席率の低下，対象者の増加による会場の確保や事務負担の増など運営面の課題，そして財源確保

などの財政面の課題などが見えてまいりました。 

 現状のままの敬老会事業を継続することは難しく，これらの課題を解消し，敬老会の開催意義を踏まえた

新たな形態へ転換する必要があるとして，市社協が中心となり，令和２年１２月，敬老会事業在り方検討委

員会を設置し，審議・検討を行ってきたところでございます。 敬老会事業在り方検討委員会での４回の審

議検討と並行しまして，実施主体であります３４地区の市社協支部長による市社協支部長連絡会議にも審議

検討内容を報告し，御意見をいただきながら協議を重ねてまいりました。 

 その結果，令和３年７月，在り方検討委員会からの市社協への答申を受けて，対象年齢を限定し，従来の

敬老祝賀事業と地域福祉を推進する事業を組み合わせた新たな敬老会事業の形として，福寿のつどいを開催

することとしたものでございます。 

 次に，ページを返していただきまして，２ページを御覧願います。 

 (2)対象年齢及び対象者数についてでございます。 

 福寿のつどいの対象者につましては，令和４年１月１日現在，水戸市内に住所を有し，当該年度に７５歳，

８０歳，８５歳，９０歳以上となる方といたします。表の右から２つ目の経過措置分とございますが，これ

は従前の敬老会事業からの移行に伴いまして，令和３年度に対象とならなかった令和３年９月１６日以降に

７５歳に達した方につきまして，事業対象の機会均等を図るために対象としたものでございます。対象者数

は合計しまして１万７,２９５人でございます。なお，これまでどおり，７５歳以上を対象とした場合の対

象者数は３万８,０９５人でございます。 

 続きまして，(3)事業内容についてでございます。 

 福寿のつどいでの新たな取組といたしまして，全地区において式典のみならずサロン形式の懇談等，参加

者が集う場，地域活動への参加を促す場となる事業を実施するもので，その開催時期は９月に限定せず，各

地区の状況に応じて開催することといたします。また，対象者全員に招待状とともに祝詞とお祝い品を贈呈

することといたします。 

 次に，２，福寿のつどいの流れ（９月開催の例）についてでございます。 

 開催までの基本的な流れといたしましては，各支部が中心となり，４月に①福寿のつどいの事業を計画い

たしまして，５月，６月に⑤，⑥の招待状，祝詞，お祝い品の準備発送。そして，⑦の出欠の取りまとめ。

その後，準備を進めていただきまして，９月に⑪の福寿のつどいの開催となります。 

 当市の事務といたしましては，太字の部分でございますが，５月，②の対象者名簿，対象者宛名シールの

作成。８月，⑩の転出者等名簿の作成。１２月，⑭の市社協への補助金交付となってございますが，事業を

進める中で出てきました課題等につきましては，市社協各支部等と情報共有，連携しながら対応してまいり

たいと考えております。 

 次に，３ページを御覧願います。 
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 ３，令和４年度予算についてでございます。市社協への補助金の予算でございますが，福寿のつどい事業

の全体事業費３,０８６万６,０００円につきまして，水戸市が７割を補助し，市社協が３割を負担するもの

です。全体事業費の内訳につきましては，準備経費として招待状印刷やお祝い品代，郵送料など対象者全員

に１人当たり１,０７０円及び各地区４万円としております。また，福寿のつどい開催経費といたしまして，

会場借上料や次第等印刷代，茶菓代，参加記念品代など参加者１人当たり２,０００円，参加率を４割と想

定して算出しており，水戸市から社協への補助金額は２,１６０万円でございます。 

 次に，４，各支部の福寿のつどい開催状況についてでございます。 

 令和４年５月９日現在，８月開催は１支部，９月開催は２１支部，１０月開催は４支部，１１月開催は

２支部，開催時期検討中の支部は６支部という状況になってございます。 

 今後とも福寿のつどいの開催に向けましては，各地区からいただいた御意見等に，市社協と連携しながら

柔軟に対応し，この事業が各地区に定着し，よりよい事業となるよう努めてまいります。 

 説明は以上でございます。 

○木本委員長 それでは，委員より御質問等がございましたら，発言を願います。 

 田口委員。 

○田口委員 この前に引き続き，この福寿のつどいについて，また報告がございましたけれども，気になる

のが，前のときもおっしゃっていただきましたけれども，敬老会事業在り方検討委員会がありますよね。こ

の敬老会事業在り方検討委員会と，１ページに書いてある支部長連絡会議というのは同じ人がメンバーを

やっているわけじゃないですね。敬老会事業在り方検討委員会が，支部長会議に，こういうことでやりたい

んだという答申をしたから支部長会が支部長会議でやったわけですか，これは。ちょっとそこをお聞きした

い。 

○木本委員長 小林高齢福祉課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 敬老会事業在り方検討委員会のメンバーにつきましては，資料の１ページの下段の表，上から２段目を御

覧いただきたいんですが，社協支部の支部長の方も入っていらっしゃいますが，そのほかに女性会，民生委

員，住みよいまちづくり協議会，高齢者クラブ等から出ていただいたメンバーで協議をいたしまして，その

結果を各地区の支部長さんが集まっている会議のほうで御報告をさせていただいて，地区に持ち帰っていた

だいて，各意見が上がってきたものをまた検討委員会のほうで検討，審議をしていくというような形で進め

ておりました。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 そうすると，敬老会事業在り方検討委員会には支部長さん全員が参加したんですか。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 支部長全員ではございません。支部長の中から何人か選んで，それで出席をいただいております。全員で

はありません。 

○木本委員長 田口委員。 
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○田口委員 今，選んでって言いましたよね。支部長さん全員に声をかけてなくて，敬老会事業在り方検討

委員会の話ですよね，これ。 

○小林高齢福祉課長 そうです。 

○田口委員 支部長さんの中から選んでというのは，支部長会議の中で選ばれた人がやったわけですか。市

のほうでというか，ある程度，支部長さんの中でも役員に絡んでいるような方を何名かが入ったということ

でいいんですか，敬老会事業在り方検討委員会は。 

 言いたいのは，全員ではないということは，果たして全部の地域で理解されてきた結果なのかっていうの

は疑問に思うんですよ。でも，自分も当事者ではないので，敬老会事業在り方検討委員会，あるいは支部長

会議でこのように決定されたということは，やっぱりそれなりのこれまでの経過であり，意味があってやら

れたんだなということなので，それについては開催も尊重したいと思うんですけれども，そういう中で

ちょっとお聞きしたいのは，まず３ページのところ，具体的な予算の配分のことがあるんですけれども，準

備経費という中で１人当たり１,０７０円。あと，それにプラス各地区４万円とありますけれども，これに

ついての祝い品も含まれている。この前の，何か１回１人当たり５００円とか何かって聞いたような気がす

るんですけれども，もう一度確認します。お祝い品代というのが，各地区に任せるんでしょうけれども，

１人当たり幾らになるのか。 

 それから，新たにできた福寿のつどいの開催経費というのがあって，参加者は１人当たり２,０００円と

いうことでした。祝い品は全員に贈呈ということですから，該当者に対しての祝い品は同じで，福寿のつど

いに参加された方については２,０００円というのをもう一度，具体的に説明してもらえますか。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 準備経費の中に入っておりますお祝い品代につきましては，予算としましては５００円相当ということで

考えておりますけれども，各地区，何を準備するかというところはお任せしておりますので，この

１,０７０円の中でお祝い品につきましても見ていただくというところ，そういう状況であります。 

 それから，参加者１人当たりの２,０００円につきましては，参加記念品代だけではなくて，そのほか福

寿のつどいを開催するための借上料であったりとか，あるいは式次第の印刷代とか，また当日の茶菓代とか，

そういったものも含めて２,０００円と。その中で各地区で決めていただいて実施をしていただくというこ

とになっております。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 まず１つは，この準備費の中に入っていますけれども，対象全員に１人当たり１,０７０円。

これで記念品を買って，郵送をして，もろもろのほかの経費も入って，こんな予算でやっていたと思ってい

るんですか。今まで各地区がお祝い金という形で，郵送とかもあったり，いろんなことがあったんでしょう

けれども，お祝い品代，幾らで見ていたと思います。５００円って今，言いましたよね。５００円で何が用

意できますか。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 
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 令和４年度のお祝い品につきましては，想定といたましては，クオカードであるとか商品券であるとか，

その辺は各地区にお任せをしております。これまでの敬老会の記念品につきましては，各地区の状況を見ま

すと，１,０００円前後で皆さん，御準備をしているというようなところが多かったのではないかなと思っ

ております。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 そうすると，これまでの祝い品というのは各地区でお任せということですが，市の予算は１人

当たり１,０００円くらいあったのではないですか。それなので，１,０００円くらいのものをお祝い品とし

て出していたのではないですか。クオカードでやったところもあったんですかね。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 以前，敬老会につきましては市から８００円，あと社協のほうから３００円，１,１００円の補助をして，

各地区で事業のほうを運営していただいておりました。今回につきましては，対象者全員にはお祝いの品と

いうことで贈呈をいたしますけれども，各地区で行います事業のほうに参加いただきますと，もろもろ含め

てということですけれども，２,０００円のほうで記念品なんか含めて贈呈をすることができるというとこ

ろで，事業に参加していただいた方につきましては，その１,１００円から金額のほうは増額になっている

状況でございます。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 その部分が不自然に思うんだけれども，参加された方と参加されない方の祝い品というのは同

じなんでしょう。別々にしていいよということなの，これ。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 お祝い品につきましては，対象者全員ですので，その地区，皆さん，同じものをお配りするということに

なります。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 参加した人の場合には，それプラス記念品というのはあるということ。何でこんなこと考えた

んだろうな，敬老会事業在り方検討委員会は。同じでいいんじゃないですか，その場合。何かの意味があっ

てやったのかもしれないけれども。 

 じゃ，準備経費の中で，今回の福寿のつどいになるといろんな催し物的なものがないって言われています

けれども，アトラクション代というのは何なんですか，これは。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 こちらアトラクション代ですけれども，これは福寿のつどいの事業当日に行う事業に

つきまして，例えば前金でお支払いするような，そういったものがあった場合に，各地区４万円お渡しして

いますので，その中から対応していただくという，そういったものでございます。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 前のときには，アトラクションというか，そういういろんな行事的なのはやらないと言ったん
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ではなかったんでしたっけ。式典のみということではないのでしょうか。アトラクションということは，そ

の中でいろんな発表をやったり，地域によっては地元のいろんな団体が披露したりなんかする場合も見受け

られましたけれども，それとはまた違うの。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 敬老会当日の事業につきましては，これまでも実施していた地区というのがあると思います。そこで行っ

ていたものを，表現としてアトラクション代ということで上げているので，今回の福寿のつどいにつきまし

ては，皆さん，顔をあわせるということが一番の事業の目的ということがありますので，各地区で何かしら

顔をあわせて，会話をしてというような事業をやっていただくということを考えております。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 内容的なものは各地区が独自というか，ある程度の方向性は一つにして，いろいろ計画して

やっていただくということなんだと思いますよね。 

 ところで，各地区の支部員さんとかいろんなことは知っているんですか，これ。聞くところによると，知

らないのよ，うちのほうは，どういうふうな形でやるのか。最低でも支部長さんは知っているでしょう，各

地区の，方向，やり方。どういうふうにするんだろうということが今，分からなかったらば，準備があるん

でしょう，これ。うちらの場合，８月開催，１支部ありますけれども，うちらは８月にやりますから，もう

間もなくやるんで。これって，各地区に全部浸透されているんですか。こういう福寿のつどいということで，

記念品もこういう感じになる。例えば進め方についてもこんな形になるというのは，各地区は分かってい

らっしゃるんですか。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 福寿のつどいの事業，内容につきましては，先ほども申し上げましたように各支部長さんが集まる会議等

でも御説明をさせていただいております。また，各地区で行う役員会でありますとか総会，そういったとこ

ろに社協の職員がお邪魔をさせていただいて，事業の説明をするというようなこともしております。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 じゃ，分かっているということでいいんですよね，全員分かっていると。分からないというほ

うがおかしい。開催までによく見ていきたいと思いますけれども。でも，水戸市は面白いやり方するよね。

敬老会事業在り方検討委員会とか，すばらしい発想だと思う。記念品は自由に別々でもいいとかいろんなこ

とやったり，参加すれば記念品はまた別にあるとか。ほかの自治体，そういう考えを持っているのかなとい

うのが不思議なんですけれども。 

 それから，３ページに，開催検討中は６支部ってある。今年においても，開催できるかどうかはまたその

ときの状況で分からないかもしれませんけれども，結局，いろんな理由があって開催できなかった，実施さ

れていなかったということとは違うんですか，これ。そこが実際は開催したくないんだけれども，そういう

ふうに市のほうが考えているので，今検討しているんだと。この６支部はそういう意味合いとは違うんです

か。 
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○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 開催時期検討中は６支部とございますけれども，事業を実施するということにつきましては，全地区，了

解をしているところです。こちらの６地区につきましては，開催時期であるとか，あと開催場所等の検討を

これから行うというような状況でございます。 

○木本委員長 田口委員。 

○田口委員 じゃ，最後にしますけれども，もうこれは決定なんですよね。予算も全部こういうふうにしな

さいというのは決定，変更はもうないと。最後，それだけ確認します。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 福寿のつどいの事業内容につきましては，敬老会事業在り方検討委員会を通しまして検討いただいた結果

ということであります。それから，予算につきましても，市，それから社協につきましても，社協の予算に

つきましては本日御審議いただいておりますけれども，市の予算につきましては決定をしている部分でござ

います。 

○木本委員長 よろしいですか。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 今，最後に田口委員さんのほうからお話があった，やっぱり全地区でやるという目標が一番こ

れ大事だと思うんですよ。やっぱり今までやれない地区があったり，やった地区があったり，いろんなこと

になっちゃったので，何とかしてもう一度，節目節目の年でもいいから集まって，みんなで顔をあわせよう

よと。こういうことが目的のはずだよね。 

 そうすると，全地区でやるという方法が，じゃ今までなぜできなかったかということが一番問題だと思う。

今回のこの役割分担を見ると，支部というのが非常に多いです。支部というのは８つぐらい。全部で１４ぐ

らいあるんだけれども，そのうちの８つぐらいが支部がやることになっているんだよ。今，支部というのは

何人ぐらいで構成しているんですか。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 多分，各地区によって異なるんだとは思うんですけれども，社協のほうにも聞いたんですが，２０人前後

で各地区，そういった方を支部の各役員さんとしてなっていただくかいうところはまちまちだというお話で

した。 

○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 支部というのは社協の支部であって，その構成委員としてはどういう人が入っているんですか。 

○木本委員長 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 女性会の方，民生委員の方，高齢者クラブの方，そういった方にお声をかけてなっていただいているとい

うふうに聞いております。 
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○木本委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 今，一番社協と近いのは民生委員だよね，その中で。高齢者クラブとか女性会とか住みよいま

ちづくり推進協議会（住み協）の組織とかというのは社協からちょっと距離があるけれども，一番社協に近

いのは民生委員さんだよね。すると，民生委員さんの数というのは，各地区やっぱり１５名から２０名ぐら

いおいでになりますよね。この方が本気になってやれば，それだけの数があるので，やろうとすれば幾らで

もできると。ところが，各支部を見ても，敬老者の集いなんかでは民生委員の活動があまり見えない。じゃ，

民生委員の役割って何なのというと，やっぱり地域の中をかなり網羅している組織ですよ。だから，本当な

らばこの人たちが本気になってやれば，こんなお祭りなんか簡単にできるはずだと。だけれども，そこが機

能してないというところが一番問題だと思うんですね。それだから，女性会とか住み協とか敬老会が動かな

いところのお祭りができないんだと，こういうことになっちゃっているんです。そこが原因なんです。 

 その辺について，逆に言うと，水戸市として市社協が主体になってやるよということにはなったんだけれ

ども，じゃ市社協がこの支部をどう動かすとかというところにあまり論議がいってないんだと。だから，そ

の辺を，こう決めたんだから，これやるべきだと。ただ，じゃどうやるのというところが，これちょっと抜

けているんだよね。割り振りしました，役員を決めました，どこがやるか決めましたよというけれども，

じゃ支部はどんなふうにやるのということになると，ある地域では実行委員会を決めて，じゃやりましょう

みたいになっているところもあるし，いろんなケース・バイ・ケースがあると。そういうところをやっぱり

きちんと整理をしていっていただいて，検討している６地区が確実にできるようにするためには，やっぱり

もう少し社協任せではなくて，やっぱり行政もある程度，住み協さんにお願いをするとか，間接的になると

思いますけれども，そういうふうな形で何らかの形で手を打たないと，前と同じようにどんどん歯抜けに

なって，できるところ，できないところがあるようになっちゃう。 

 それから，２,０００円程度の，イベントとか何とかの費用を含めてね。２,０００円程度の予算について

は，僕は一番心配しているのは突然来ちゃう人はいるよ。８５歳とか，悲しいかな９０歳になると，往復は

がきで返事を出すなんていうのは全く思ってないからね。我々に出欠の返事をくださいっていったってなか

なか，出欠出したんだっけかなって思っちゃうぐらいなんで，そこら辺の出欠をどんなふうに取るのかとい

うのは，これは支部員がやるんだから支部に任せるよということになるんだと思うんだけれども，問題は出

席という人は２,０００円なら２,０００円，１,５００円なら１,５００円のお土産を用意しておける。だけ

ど，来ないよという人が来たときに，これってどう対応するの。来るよって言ってこない人は後で届けると

いう方法はあるんだよ。だけども，限られた予算の中でやっていると，余計に買っちゃ駄目なんでしょう，

これ。余るほど買っちゃ駄目なんだよね。そうすると，７０歳，７５歳，８０歳，８５歳，９０歳以上，そ

ういう年齢層を考えると，突然来る人って結構多いと思う。この辺についてどういうふうにするのかよくお

考えいただいて，各支部のほうにもこういうケース・バイ・ケースでやってくださいみたいな話をしておか

ないと，各地域では困っちゃう。 

 出欠だって，なかなか往復はがきで出欠っていっても，積極的にやっているところは１軒１軒回って歩く

んですから。１軒１軒回って，出欠を取って，そして出席者の椅子をある程度用意をして，それでお待ちし

て，アトラクションをやったり，帰りにお持ちいただくもの，それから当日来られない人は各支部長さんが
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持ち帰るもの，そういうすみ分けをして，そして準備をしていったんですよ。 

 だから，その辺が今回どうもちょっとあやふやになっちゃっているんで，もう少し細部について，社協が

指示するのか高齢福祉課が指示するのか分かりませんけれども，ちょっともう少しきめ細かい指示をしない

となかなか難しい状況になっちゃいますよということだけ申し上げておきます。答弁はいいです。 

○木本委員長 ほかにございますか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 これは要望というか意見になるんですが，今回は福寿のつどいという形で初めて実施するとい

うことで，地域の方々も大変な御苦労をされると思います。また，コロナ禍の中でやっぱり数年間，集まる

ということができていなかった状況の中で，高齢の方々が恐らく主体となって準備もしながら当日を迎えて

いくということになると思いますので，かなりこれから，今もそうじゃないかと思うんですけれども，検討

しながら話合いしながら，準備大変じゃないかなというのは想像がつきます。ぜひとも実施主体である水戸

市と社会福祉協議会でこの状況，コロナ禍であるということをしっかり踏まえた上で支援，手を差し伸べて

いただいて，よりよい形で，初めての事業ですので協力をしながら進めていっていただきたいというふうに

思いますので，無事故で行えるようにお願いしたいと。 

○木本委員長 ほかにございますか。 

 土田委員。 

○土田委員 私は，これ，どう見てもお金と人が足りないから縮小したとしか思えなくて，とても賛成でき

ない話なんですけれども，敬老の日というのは社会を支えてくれた高齢者の方を敬って感謝するという日で，

毎年，国民の休日としてあるわけですよね。ところが，これを見ると，高齢者の方になってみれば５年に

１回しか呼ばれないことになっちゃったということです。５年に１回って，７５歳以上の方にとっての５年

間ってどれだけの，私たちの５年とは全然違うと思うんですよ。結局，出られないで終わっちゃう方がどれ

だけ出てくるのかと思うと本当に怒りを覚えますけれども，小林課長さんに聞いてもおかしいのかもしれな

いんだけれども，毎年，年に１回，高齢者の方を敬って感謝をするという歴史的なことを，これからこの先

の世代の子どもたちに伝えていかなきゃいけないものだと思うんですけれども，そこら辺が５年に１回しか

敬老会なんて呼ばれなくて，行かないで終わっちゃう人もいっぱいいるんだみたいな事業が，未来の子ども

たちの教育にとってどうなのかなという疑問が湧いてきてしまっているんですけれども，敬老の日の意義と

いうのをどういうふうに次の世代に伝えていったらいいかというところまで考えていただきたいんです。そ

の辺はどんなふうに考えていらっしゃるのか，ちょっとどなたかにお聞きできればと思います。 

○木本委員長 どなたかというか，担当課でよろしいですか。 

 福寿のつどいを開催する意義を改めて御説明いただければと思うんですけれども，お願いいたします。 

 小林課長。 

○小林高齢福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 この福寿のつどいにつきましては，敬老祝賀という事業というところはこれまでと変わらず実施をしてい

くものでございます。敬老の日の意義をどのようにつなげていくかというところですけれども，事業につき

ましては，毎年実施をしていきますので，地区の中で福寿のつどい，そういったものに触れる。あるいは御
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参加いただく，携わるというような中で敬老祝賀の考え方というのは引き継がれていくものなのかなという

ふうに考えております。 

○木本委員長 土田委員。 

○土田委員 教育のほうにお願いしたいんですけれども，敬老の日の意義，敬老の意義について，私として

はちょっと薄れていく感じがしちゃうので，子どもたちにしっかりと伝えていけるような教育現場での取組

もぜひお願いしたいと思います。 

○木本委員長 そのほかございますか。よろしいですか。 

 皆さん，どうしますか。報告事項，もう１件あるんですけれども，このままやりますか。それとも一旦，

暫時休憩しますか。 

〔「やったほうがいいですよね。このままね」と呼ぶ者あり〕 

○木本委員長 じゃ，このまま続けますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは，次に(3)の水戸城二の丸角櫓アプローチ通路の整備について，執行部から説明願います。 

 小川参事兼歴史文化財課長。 

○小川教育委員会教育部参事兼歴史文化財課長 水戸城二の丸角櫓アプローチ通路の整備について御説明い

たします。 

 教育部歴史文化財課提出の資料を御覧いただきます。 

 １の目的でございますが，水戸城二の丸角櫓につきましては，令和３年６月に一般公開を開始して以来，

多くの市民や観光客が訪れ，歴史を感じられる空間として好評を得ているところでございます。一方で，ア

プローチ通路につきましては砕石舗装となっていることから，来訪者の安全や歩行への負担軽減及び歴史的

景観の向上を図るため，水戸城二の丸角櫓アプローチ通路美装化工事を進めるものでございます。 

 ２の工事概要でございますが，(1)名称は水戸城二の丸角櫓アプローチ通路整備工事，(2)概要については

２ページを御覧いただきます。整備の箇所は平面図のクリーム色で着色しております二の丸角櫓までの約

１,０００平方メートルでございます。下の断面図を御覧いただきます。歩行者が歩く，青色で示してござ

います歩行範囲については真砂土吹きつけ舗装を，赤い色で示しております雨水浸透範囲についてはガーデ

ングラベルといたします。 

 ３ページを御覧いただきます。 

 使用材料についてですが，左側の画像は歩行範囲に行う真砂土吹きつけ舗装で，現在の通路へアスファル

ト舗装を行った上に真砂土を吹きつけて固め，景観に配慮した土色系の通路とするものでございます。また，

右側の画像は雨水浸透範囲に設置するガーデングラベルで，いわゆるガーデニングなどに使われる化粧砂利

のことでして，歩行範囲の雨水を集水して浸透させやすい材料を使用するものです。下の完成想定図は整備

前と整備後のイメージを記したものになります。 

 １ページにお戻りいただきます。 

 ２の(3)工期につきましては，約１６０日間，(4)予算額は１,７００万円でございます。 

 ３の今後の進め方ですが，隣接する茨城大学教育学部附属小学校・幼稚園及び水戸第三高等学校と調整を

行い，学校運営に影響が及ばないよう進めてまいります。 
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 説明は以上でございます。 

○木本委員長 それでは，委員より御質問等がございましたら発言を願います。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 せっかく取り上げていただいて，こういうふうな工事でやっていただけるということについて

は大変ありがたいなというふうに思っていますし，何よりもやっぱり来ている方，また，その中にはいろん

な障害者の方もおいでになるという想定をすると，今までの考え方が果たしてそれでよかったのかどうかと

いうと，全くアウトな話だったというふうに思うんです。 

 最初から最低限このぐらいはやっていただきたいなと。そうすれば無駄金を使わずに済んだんですよ。あ

えて，ちょっと意見を言わせていただくと，この広いほうはこれでいいわ，広いほうは。この狭い距離だよ，

入っていく。ここが年寄りの言葉で言うと芸がないよね。やっぱり楽しめない，歩いていくのに。ビニール

の塀の中をただこつこつと歩くという。何かここから，わあ，いいところを見に行くんだって，そういうは

つらつとした気持ちが湧かない，これでは。湧きますか，課長。これを見て，わあ，楽しいところに行く

なって，こう思いますか。寂しいでしょう，これ。 

 これが水戸の観光に対する考え方だとすれば，水戸は観光の看板を下ろしたほうがいい。こんな細長いと

ころ，ウナギの寝床みたいなところを，ただひたすら下向いてこつこつ歩くという。それで周りを見たらば，

くぎが打ってあるビニールの竹塀が立っているという。それで監獄みたいに背が高いので，周りの景色は何

も見えない。見えるのは前の細い路地だけ。こういうことが観光の一つの目玉として，果たしていかがなん

でしょうか。水戸市の職員さん，水戸市長さんの知識や認識を疑っちゃいますよねということになっちゃう。

少なくとも，やっぱり竹塀の一部のところから動画が出てきて，徳川光圀の黄門さんの絵が流れるとか，観

梅のときの状況が見えるとか，四季折々の事業が出てくるとか，そういう思いというのは，発想はないんで

すか，水戸市は。 

 萩まつりだって，それからツツジだって，水戸って花暦だっていっぱいあると思うんだよ。ところが，二

の丸角櫓を造ったというのは，もともと水戸城をアピールする。水戸城ってここにあったんだよって，こん

なところなんだよ，いいところなんだよ，水戸の歴史はこうだよ，そういうのをアピールする場所だと思う。

そういう場所が，この間言ったように，工事用の砕石じゃなくなったのは大変うれしく思いますが，このや

り替えするために１,７００万円も金がかかっているというところに課題が一つ残ります。残っていると，

僕はそう思っている。 

 それから，もう一つ，せっかくやるんならば，このアプローチといっている狭いところの道路，ここに何

か知恵を出して考えたらどうよ。水戸の歴史を見ながらきょろきょろしていったら，いつの間にかすごいっ

て思うのか。いつまでこの中，歩くんだと思って，狭い牢屋みたいなところをずっと歩いていくような感じ

の中でそこに行くのか。喜びが違うよ，喜びが。 

 だから，その辺は，今回これでやっていただくのは大変ありがたいと思います。しかし，水戸の観光地の

一翼を担うんですよ，これ。二の丸角櫓，大手門，偕楽園，弘道館，これはセットですよね，考え方は。そ

の一翼を担うんですよ，ここは。しかも，今，歩いている方は，観光地を巡っている方は高齢者とか女性と

か，比較的１９歳，２０歳の人たちは行ってない。ある程度の方が行っている。そうしたらば，このアプ
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ローチの中に梅の花が咲いているときに梅を見ながらベンチに座ってみたりとか，ここ何かやっている。な

るほど，水戸の歴史ってこんなふうなんだって理解できるようなものが必要だとか，そういうものが僕は

あっても，観光地というのはそういうところだと僕は思いますよ。そういう足止まりがないから，水戸は，

来てすぐ帰ってしまう。滞留時間が少ない観光地の一つだ。だから魅力がないと言われます。 

 だから，今年度，１,７００万円でこれをやっていただくのは大変ありがたいことですが，できれば，こ

のビニールの塀のところにパネルでもつけて，もう少し楽しみながら歩けるアプローチ道路というものをお

考えいただきたいというふうに思います。こういうふうにしていただいたことについては非常に感謝してい

ます。ただ，観光地水戸の歴史の一翼を担う場所としては，ちょっとアプローチに問題があるんではないで

すか。だから，その件についてはぜひ検討していただきたい，観光という面からも，歴史的な面からも。史

実に基づいてこれ造ったって，見てくれる人がいなくちゃしようがないでしょう，見てもらうほうが現実な

んだから。だから，そういう意味でもぜひお願いしたいというふうに思います。 

○木本委員長 答弁はよろしいですか。 

○袴塚委員 いや，やるって言ってくれれば。 

○木本委員長 小川課長。 

○小川教育委員会教育部参事兼歴史文化財課長 様々な御意見，御提案ありがとうございました。今年度に

つきましては，お客様の負担軽減等を目指すことといたしまして，その後，景観工事をされた風景に鑑みな

がら，例えばお客様に御意見をいただくとか，今後もこれから始まる角櫓のアプローチの期待感を持たせる

ような取組を検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○木本委員長 そのほかございませんか。 

 萩谷委員。 

○萩谷委員 ちょっと時間もないんで端的になんですけれども，アプローチ通路，ほかに角櫓とか土塀とか

大手門もありますけれども，こちらというのは国有地ですかね。附属小学校の用地を借りているんでしょう

けれども，こちらの借地の条件。現状変更とかどのぐらいの年数を借りているのかとか，あるいは復旧のた

めの何か取決めとか，あるいは何年かたったら現状に復して返さなきゃならないようなものなのか。その辺

りの条件というのが，ちょっと私，分からないまま見てきたんですけれども，教えていただければと思いま

す。 

○木本委員長 小川課長。 

○小川教育委員会教育部参事兼歴史文化財課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 アプローチ通路につきましては，既に水戸市が茨城大学及び水戸三高のほうから，必要部分について土地

を取得しておりまして，当該地におきましても指定地にはなっておりませんので，特に現状変更等の申請は

必要がございません。 

 以上です。 

○木本委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 すみません，ちょっと関連になっちゃいますけれども，土塀とか大手門，角櫓についてはどう

なんでしょうか。 
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○木本委員長 小川課長。 

○小川教育委員会教育部参事兼歴史文化財課長 ただいまの御質問にお答えします。 

 土塀及び角櫓につきましても水戸市の用地となっております。ただ，一部につきましては，市の史跡の指

定もございますので，何かありましたら，その場所に応じた手続を行ってまいる予定になっております。 

○木本委員長 よろしいですか。 

 そのほかございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○木本委員長 よろしいですか。 

 ないようですので，この件について終わります。 

 次に，その他に入ります。 

 委員より何かございましたら，発言を願います。 

 黒木委員。 

○黒木委員 すみません，修学旅行について。小中学校の修学旅行につきまして，数年間中止になってきま

したが，今年度実施ということで伺ったんですが，具体的に修学旅行についてお聞かせいただけますか。 

○木本委員長 それでは，春原総合教育研究所長。 

○春原総合教育研究所長 ただいまの黒木委員の御質問にお答えいたします。 

 修学旅行の実施につきましては，２年間，修学旅行のほう，関西方面への実施ができない状況にありまし

たので，今年度はぜひ何としても関西方面に修学旅行に行かせたいというふうに思いまして，現時点では全

学校が関西方面への修学旅行を，最初に出るグループが５月２７日に，５つのグループに分かれまして，全

１６校が関西方面に修学旅行のほうを予定しております。 

 また，コロナ等の対策もきちんと，ゴールデンウイーク前に保護者の方にも修学旅行に向けての感染対策

等のお願いをいたしまして，修学旅行３日前をオンライン対応とさせていただくことで全員が楽しく修学旅

行に行ってこられるように，できる全ての対応をして修学旅行を迎えたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〔「小学校は」と呼ぶ者あり〕 

○木本委員長 小学校の課外授業ってありますか。 

○春原総合教育研究所長 小学校のほうは，基本的には６年生で遠足ということで，方面につきましては，

各小学校のほうで行き先を決めまして実施している状況がありまして，また実施の時期につきましても，基

本的には学校で判断をして例年実施をしておりますので，現時点では実施できる方向で進めていただいてい

るというふうに考えております。 

○木本委員長 よろしいですか。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 船中泊は早めに決めて中止になっちゃったよね。今，聞くと，修学旅行は５月２０日ぐらいか

ら出ますよということですよね。船中泊は８月頃の授業ではなかったですか。もっと早かったんですか。 

○春原総合教育研究所長 修学旅行の前に。 
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○袴塚委員 前に。ああ，そう。今，何組かに分けてやるって言ったけれども，ぜひ，厳しい中なんだけれ

ども，あの授業って物すごくやっぱり思い出が多い授業なんですよ。だから，今回は中止になってしまって

残念なんだけれども，やっぱりある程度，最後の授業なんで，そういったことについての代替を何か考えて

いただくとか，船中泊だって，隔離された中だから，船は仲間だけなんだから。だから，そんなに影響がな

かった。逆に言ったら，むしろ修学旅行のほうがいろんな人と会う機会が多くて，逆に言うとコロナの心配

があるという状況の中でしたので，非常に残念だということだけ言っておきます。 

 来年は間違いなく船中泊を，やっぱり工夫すればできる。やらなければ安心なんだよ。だけども，そう

じゃなくて，多少苦労しても，やっぱり子どもたちに思い出を残してやるという気持ちをぜひ強く持ってい

ただきたい。よろしくお願いします。 

○木本委員長 春原所長。 

○春原総合教育研究所長 ただいまの袴塚委員の御意見に関してお答えしたいと思います。 

 私たちも，子どもたちに宿泊体験的な活動をすることで思い出をつくるということはとても大事なことだ

というふうに考えております。船中泊につきましては，何とか実施できないかというようなことで検討のほ

うを進めてきたんですけれども，今，袴塚委員のほうからお話いただきましたように，船で２４時間になり

ますので，医療体制の部分と，あちらでの活動を考えたときに，通常は国民宿舎的なところに宿泊をします

ので，そこから一番近い病院でもやはり医療機関まで１時間程度また時間がかかってしまうというようなこ

ともありまして，実施のほうを中止とさせていただいたんですが，現在，各中学校のほうで代替行事という

ことで，船中泊に規模的に全く同じではありませんが，それぞれ子どもたちの意見を取り入れながら，思い

出に残る宿泊体験学習の実施に向けて進めているところです。 

○木本委員長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ないようですので，この件について終わります。 

 それでは，以上をもちまして，本日の文教福祉委員会を散会いたします。 

 長時間御苦労さまでした。 

午後 零時１７分 散会 

 


